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〇家畜人工授精用精液・受精卵の保存についてご注意ください！ 
 家畜人工授精所以外では、精液・受精卵を自らの農場以外に使用・譲渡・保存す

ることはできません。 

 また、現在家畜人工授精所の開設許可を受けていない農場が、今後許可を受けた

場合であっても、許可を受ける以前から保存していた家畜人工授精用精液・受精卵

は、自らの農場以外に使用・譲渡・保存することはできません。 

 

 

 

 

家畜衛生だより 

令和 4年 7月発行 No.4-3 

精液等の管理における注意点（畜産経営者向け） 

☑精液等の利用は自らの雌畜にのみ行っていますか？ 

・家畜人工授精所の開設をしていない農場は、精液等を保存

することが認められていません。 

※自家利用の場合は例外です。 

 

➢ 他者への譲渡は不可 

➢ 農場Ａが家畜人工授精所を

新たに開設しても、開設前

に農場で保管していた精液

等は、他者への譲渡不可 

➢ 自家利用は可能 

（人工授精所を開設してい

なくても精液等の保存は可

能） 

農場Ｃ 

農場Ａ（家畜人工授精所開設なし） 

家畜人工授精所Ｂ 

お問い合わせ 中央家畜保健衛生所 畜産支援・安全対策担当 

TEL ０４８－６６３－３０７１ 


